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事故防止のお願いについて



事故防止のお願いについて
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降車時はシフトレバーを

『Ｐ』又は『Ｎ』の位置に !!



事故防止のお願いについて

ペダル操作は落ち着いて確実に!!



最近改正された基準等について



審査時における車両状態の明確化
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新規検査等における新たな
審査方法について

指定自動車等について、新規検査又は予備
検査※１（以下「新規検査等」という。）を行う
場合の提出書面の要件が規定されました。

※１ 予備検査証の交付を受けた自動車、一時抹消登録を受けた自動
車又は自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を
除く。

Ｐ１９３









当機構敷地等における検査実施、及び
秩序維持のための遵守事項を明確化し、
平成２９年４月より運用します。

Ｐ１９６



回転部分の突出禁止規定
及び排気管の開口方向規定

の改正について

道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示（平成１４年国土交通省告示第６１９号）
の一部改正

①回転部分の突出禁止規定の見直し
②排気管の開口方向要件の廃止

平成２９年６月２２日以降適用
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回転部分の突出禁止規定
の改正について



排気管の開口方向要件の廃止
について

従前規定

開口方向に係る基準を廃止

排気管は、左向き又は右向きに開口
していないこと。



外部突起に係る基準について

平成２９年４月１日から、「乗車定員10人未満の乗
用車について、「外部突起の曲率半径２．５ｍｍ要
件」が適用予定であった。

継続検査時にはこれまで通りの取り扱いとなります。
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架装等により車両重量が増加した
乗用自動車等の審査について

自動車又はその部品の改造、装置の取
付け又は取り外しその他これらに類する
行為により、車両総重量が増加した乗用
自動車等の審査方法を明確化。



受検車両の車両総重量が、諸元表等に
記載された車両総重量の１．１倍を超え
る場合。

関連する技術基準への適合性確認が必要
（例 制動装置の技術基準）



直前及び側方の視界を確保するための鏡又はカメ
ラについて、検査後の取外し及び一時的な取付け
等を防止するため、基準の明確化されました。

直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

Ｐ１６９



・平成１７年１月以降の型式指定自動車等

・平成１９年１月以降に製作された自動車

例①
平成１８年１月に型式の指定を新たに受け
た、平成１８年５月製作の自動車の場合は基
準は適用される。
例②
平成１６年１月に型式の指定を新たに受け
た、平成１８年５月製作の自動車の場合は基
準は適用されない。

直前直左鏡



自動車の右図の範囲
における直前直左付近
の高さ1m、直径30cm
の円柱の一部を、運転
者席から鏡その他の装
置によって確認できる
こと。
※直接確認出来れば
よい

３０ｃｍ

３０ｃｍ

直前直左鏡



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

粘着テープ類（自動車用部品の取付けを目的として設
計・製作されたものを除く）、ロープ類又は針金類により
取付けられているもの

 



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

挟み込み又は差込による取付け等、工具を用いずに容
易に取外すことのできる方法により取付けられているも
の

扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそれ
がある方法により取付けられているもの



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

取付部が吸盤状であることが外観上に明らかなもの

 



 

直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

貼付けされたシート等の上に接着固定等されているも
の



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

手指で揺する、取付部が浮き上がらないかどうかめくろ
うとする等により確認した結果、取付部の一部が車体か
ら離脱するもの、緩み又はがたがあるもの

当該装置を取付けた状態のままで、自動車登録番号標
又は車両番号標の取付取外しができないもの



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例
延長器具を介して取付けられているもの（溶接又はリベットにより
結合され取外すことができないもの及び原動機の相当部分が運
転者室又は客室の下にある自動車（乗合自動車及びこれに類す
る形状の自動車、キャブと荷台が分離した自動車限る）に取付け
られているものを除く。）

  



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合しないものの例

カメラの配線（配線の周囲の保護部材等を含む。）が、
バンパ及び後写鏡等を含む自動車の外側表面上に確
認できるもの。  

ただし、平成28年12月31日以前に製作された自動車に
あっては、次に掲げる配線部分はこれに該当しないもの
とする。



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合する例

溶接又はリベットにより確実に取付けられていることが
明らかなカメラにあっては、当該カメラを取付けるための
必要最小限の配線部分

 溶接又はリベット

必要最低限の配線まで



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合する例

ボルト・ナット又はねじにより確実に取付けられているこ
とが明らかなカメラにあっては、（ア）（イ）に掲げるもの

（ア）当該カメラを取付けるための必要最小限のもので
あって長さが30mm未満の配線部分

（イ）バンパを除く自動車の下面に固定された必要最小
限の配線部分



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

保安基準に適合する例

（ア）当該カメラを取付けるための必要最小限のもので
あって長さが30mm未満の配線部分

 ボルト・ナット又はねじ

必要最低限であって
３０ｍｍまで



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

平成29年１月１日以降製作車
・鏡体部及びその支持部により構成される装置は、溶接、
リベット、ボルト・ナット又はねじによりバンパーを除く自
動車の外側表面上に直接取り付けられていること。

・取付部付近の自動車の最外側より突出していないこと。

 



直前直左(右)鏡及びカメラ等の
取付け方法の明確化について

平成29年１月１日以降製作車
・カメラ及び画像表示装置により構成される装置は、確
実に取り付けられており、かつ、その配線が自動車の外
側の表面上に露出していない構造

 ※エンブレム  

※ドアミラー

カメラ



不適切な補修について

装置又は部品の取付

・挟み込み又は差込みによる取付け等、工具を用い
ずに容易に取外すことのできる方法による取り付け
（指定自動車等において脱着を可能としているもの及
び貨物の積みおろしのために一時的な取外しを要す
るものを除く）

・扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそ
れがある取付け
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不適切な補修について

装置又は部品の取付
・灯火器（前照灯や方向指示器等備え付けが必要な灯火
に限る）の配線（配線の周囲の保護部材を含む）が、バン
パ及び後写鏡等を含む自動車の外側表面上に確認でき
るもの（溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実
に取付けられていることが明らかな灯火にあっては当該
灯火器を取付けるための必要最小限の配線部分を除く）

車体又は装置への表示
・マグネット、吸盤等により取付けられており手で容易に取
外すことができるもの（スクールバスの表示は除く）



ダンプ車の構造要件について

ダンプ車の荷台について、新たに以下の基準が設け
られました

ダムの幅については、荷台後方から前方に向かって４５ｃｍ以下
ダムの高さについては、アオリ上面から５５ｃｍ以下
後アオリのダムの間隔は、後アオリの幅の１／２以上

Ｐ１５５～



ダンプ車の構造要件について

シート押さえについては、帯鉄状で厚さ１ｃｍ
未満の場合はアオリ高さに含めない
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ダンプ車の構造要件について

〔シート押さえが、Ｌ型鋼の場合のアオリ高さの例〕



ダンプ車の構造要件について

〔ダムの例〕

Ｐ１５７
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ダンプ車の構造要件について

平成29年４月１日以降の製作車に適用
飛散防止装置は、アオリ上方に備える回転軸を中心に車両中
心線と平行方向の回転軸をアオリ上方に備えたものであり、当
該回転軸を中心にアオリ上面の鉛直面から荷台内側方向に旋
回できる構造であること。

ア
オ
リ

荷台内側外側

回転軸

飛散防止装置
（コボレーン）



ダンプ車の構造要件について

平成29年４月１日以降の製作車に適用
飛散防止装置の固定金具を備える場合にあっては、工具を使
用することなく、手で容易に解除できるものであること
なお、固定位置については、アオリ上面の鉛直面から荷台内
側方向に傾斜し固定されるものであること

ア
オ
リ

荷台内側外側

回転軸

飛散防止装置
（コボレーン）

内側に傾斜して
固定



平成２９年４月１日以降の製作車に適用
詳しくはホームページをご覧ください

ダンプ車の構造要件について

荷 台 ア オ リ

赤は
４ｃｍ以下

青は
５ｃｍ以下

内方間隔
20ｃｍ以上 部材の間隔

25cm以上



ダンプ車の受検時の注意

飛散防止装置に固定装置が備えられている場合は、
固定した状態で受検してください

飛散防止装置が電力で作動し、任意の位置で停止で
きる場合は、垂直又は荷台内側方向に傾斜した位置
で停止した状態で受検してください

上記に該当しない場合は、荷台内側方向に格納した
状態で受検してください



継続検査時の注意点について



・平成２４年７月以降に製作された自動車

・シート及び
シート取付装置
（性能要件強化）

・前向きシートの
３点式シートベルト
（装備要件強化）

・ヘッドレスト
（性能要件強化）

シート及びシートベルトについて



ヘッドレストの装備要件変更

シート及びシートベルトについて

運転席及び助手席に必要（乗車定員１１人以上を除く）
・小型自動車
・専ら乗用の用に供する普通自動車

平成２４年６月３０日以前

運転席及び助手席に必要
・車両総重量３．５ ｔ以下の自動車
・専ら乗用の用に供する乗車定員１０人以下の自動車

平成２４年７月１日以降



・平成２４年７月以降に製作された自動車

・バス及びトラックのシート及びシート取付装置
（性能要件強化）

・横向きシートのシートベルト（装備要件強化）

シート及びシートベルトについて



・平成２４年７月２２日以降に製作された自動車

横向き座席の禁止（乗車定員９人以下に適用）

※貨物自動車、緊急自動車、キャンピング車等
は適用除外

シート及びシートベルトについて



・平成２８年７月２２日以降
車両総重量３．５ ｔ 以下の貨物自動車

シート及びシートベルトについて

横向き座席の禁止

・平成２９年７月２６日以降

乗車定員１０人以上の自動車（立席を有しないも
の。）



突入防止装置装着の対象車拡大について

突入防止装置の装着について、乗用車をはじめ貨
物以外の自動車にも装着が必要となりました

乗用車等モノコック構造の車体を有する自動車の例（指定自動車等）

Ｐ１６４



大型後部突入防止装置について

Ｐ１６５



大型後部突入防止装置について

車両総重量８ ｔ 以上
又は最大積載量５ ｔ 以上

平成４年６月１日

車両総重量７ ｔ 以上 平成９年１０月１日

車両総重量３．５ ｔ 超 平成１７年９月１日

車両総重量３．５ ｔ 超
であって小型枠のもの

平成１９年９月１日

協定規則第５８号
（第２改訂版）の適用

平成２４年７月１１日

適用年月日一覧



前部潜り込み防止装置

Ｐ１６８



・平成２３年１０月１日以降に製作された自動車

適用車種
車両総重量３．５ ｔ を超える貨物自動車

※適用除外
・全輪駆動車
・車両の前部に以下の装置を備えた自動車

除雪装置
散水車又は清掃車の散水用配管及び散水用ノズル
道路作業車の道路清掃用装置

など

前部潜り込み防止装置



ご清聴ありがとうございました


